
平
成
六
年
法
務
省
令
第
六
十
一
号

政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る

法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
登
記
に
関

す
る
各
種
法
人
等
登
記
規
則
の
特
例
を
定
め
る

省
令

政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人

格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
六
号
）

第
八
条
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
非
訟
事
件
手

続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
百
二
十
四
条

に
お
い
て
準
用
す
る
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律

第
百
二
十
五
号
）
第
百
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
党

交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付

与
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
登
記
に
関
す
る
法
人
登
記
規
則

の
特
例
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
解
散
の
登
記
）

第
一
条
　
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す

る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

百
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
三
項
又

は
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
記
に
つ
い
て

は
、
各
種
法
人
等
登
記
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
法
務
省

令
第
四
十
六
号
）
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
商

業
登
記
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
法
務
省
令
第
二
十
三

号
）
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
準
用
し
な
い
。

（
法
人
で
な
く
な
っ
た
旨
の
登
記
等
）

第
二
条
　
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
で
あ

る
政
治
団
体
が
法
人
で
な
く
な
っ
た
旨
の
登
記
は
、
登

記
記
録
中
法
人
状
態
区
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
結
了
の
登

記
は
、
登
記
記
録
中
登
記
記
録
区
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
　
商
業
登
記
規
則
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前

項
の
登
記
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党

等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六

年
法
律
第
百
六
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
一
〇
日
法
務
省
令

第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
二
月
二
四
日
法
務
省
令

第
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
三
月
七
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
二
月
九
日
法
務
省
令
第

一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
八
月
一
日
法
務
省
令
第

四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
整
備
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年

十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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